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　例年７月下旬に開催していた玉村町ふるさとま
つりですが、新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、中止とさせていただきます。
　ご迷惑をおかけしますが、ご理解いただきます
ようお願いします。
※同日開催の上新田・下新田地区の祇園祭につ
　いても中止となります。

　町では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により売上高が減少し、経営に支障をきたしている町内の小規模事
業者に対して、事業活動の維持または継続のための支援として助成金を交付します。
助 成 対 象 者 　（ 次の要件をすべて満たす事業者 ）
● 町内で令和元年12月末日までに創業しており、申請
　 日時点において、継続して営業している小規模事業
　 者（支店、フランチャイズ店は除きます。）
● 今後も事業を継続する意思がある事業者
● 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、１カ月（令和２年２月から令和２年７月までの任意の月）の売上高が
　 前年同月と比較して20％（小数点以下第２位を四捨五入して計算）以上減少している事業者。
　 ※対象月の前年同月以降に創業した事業者の場合は、創業の翌月から令和２年１月までの月平均との比較
● 性風俗関連特殊営業事業者、宗教法人等は除きます。
● 市町村税等の滞納がない事業者（新型コロナウイルス感染症の影響により徴収が猶予されている場合は除きます）
助成金額　　１事業者につき10万円　※１回のみ
申請期間　　令和２年９月30日（水）まで
申請方法　　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、可能な限り郵送による申請をお願いします。
　　　　　　※９月30日（水）午後５時15分までに必着
　　　　　　郵送先　〒３７０－１１９２　玉村町大字下新田２０１　玉村町役場 経済産業課商工労働係 宛て
申請に必要な書類
● 玉村町小規模事業者緊急支援助成金交付申請書
　 ※玉村町ホームページからダウンロードするか、電話にてお問い合わせいただければ、申請書類を郵送します。
● 令和元年の確定申告書の控え等の写し（法人の場合は法人事業概況説明書控えの写しも添付してください）
● 売上高がわかる書類（減収月の売上高および前年同月の売上高がわかる売上台帳等の写し。申請者の氏名・押印
　 があれば様式は任意）
● 他市町村にお住いで町内に事業所がある人は、住所地の市町村税納税証明書

業種分類
製造業その他
商業（卸売業・小売業）・サービス業

中小企業基本法の定義
従業員20人以下
従業員５人以下

中止のお知らせ中止のお知らせ中止のお知らせ
経済産業課商工労働係　☎65－7144

※小規模事業者とは、中小企業基本法第２条第５項に規定する小規
　模企業者に該当する事業者

小規模事業者緊急支援助成金小規模事業者緊急支援助成金小規模事業者緊急支援助成金 を交付しますを交付しますを交付します
経済産業課商工労働係　☎65－7144

中止のお知らせ
玉村町ふるさとまつり

を支給しますを支給します
　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て
世帯への支援施策として、町独自の支援金を支給します。
　令和２年４月27日時点で町に住民登録のある中学生
以下の子ども一人につき１万円を、児童手当支給口座
等へ支給します。
　対象者へは後日通知を送付しますのでご確認くださ
い。

を支給します
玉村町臨時子育て支援金玉村町臨時子育て支援金玉村町臨時子育て支援金

健康福祉課社会福祉係　☎64－7705

令和2年度



　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
で
、
令
和
２
年
２
月
以
降
の

任
意
の
期
間（
１
カ
月
以
上
）に
お
い

て
、
事
業
等
に
係
る
収
入
が
前
年

同
期
に
比
べ
概
ね
20
％
以
上
減
少

し
て
、一
時
に
納
税
が
困
難
な
人
を

対
象
に
、最
大
１
年
間
の
納
税
猶
予

の
特
例
制
度
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

申
請
に
は
申
請
書
の
ほ
か
に
収

入
や
預
貯
金
の
状
況
が
わ
か
る
資

料
の
提
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
制
度
は
、
納
税
を

猶
予
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
税
金

が
免
除
さ
れ
た
り
減
額
さ
れ
る
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

詳
し
く
は
玉
村
町
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
、
ま
た
は
税
務
課
納
税
担
当

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

対
象
者　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
拡
大
の
影
響
に
よ
り
収
入
が

減
少
し
、一
時
的
に
水
道
料
金
等

の
支
払
い
が
困
難
な
個
人・
法
人

支
払
い
の
猶
予
の
方
法

　

お
電
話
に
て
ご
相
談
を
い
た
だ

い
た
後
、お
客
様
の
状
況
に
応
じ

て
対
応
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

※

支
払
い
の
『
猶
予
（
納
付
期
限

個人番号カード受け取り個人番号カード受け取り個人番号カード受け取り 住民課住民係
☎64－7701

【個人番号カード】6月28日 ／ 7月26日  午前9時～午後1時まで
　個人番号カードの受け取り日曜窓口は予約制です。利用する場合は、必ず平日の午後５時
までにお電話にてご予約ください。ご予約がない場合のお取り扱いはできません。個人番号
カードをまだ受け取っていない人はご予約の上、お早めにお受け取りください。
　受け取りに必要な書類などについてはお問い合わせください。
※代理人での受け取りについては、必ず事前にお問い合わせください。

の
延
長
や
分
割
納
付
）』で
あ
り
、

『
減
免
』で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

電
話
で
の
相
談
先　

上
下
水
道
課

料
金
窓
口　

☎（
65
）６
６
９
１

受
付
時
間　

平
日
午
前
８
時
30
分

か
ら
午
後
５
時
15
分

　

現
在
お
使
い
の
後
期
高
齢
者
医

療
被
保
険
者
証
の
有
効
期
限
は
令

和
２
年
７
月
31
日（
金
）で
す
。
新

し
い
被
保
険
者
証
は
、
７
月
下
旬

ま
で
に
、
個
人
ご
と
に
普
通
郵
便

で
郵
送
し
ま
す
。
普
通
郵
便
で
郵

送
し
ま
す
が
、
簡
易
書
留
で
の
郵

送
を
ご
希
望
の
人
や
役
場
窓
口
で

の
受
け
取
り
を
希
望
す
る
人
は
、

７
月
９
日
（
木
）
ま
で
に
高
齢
者

医
療
年
金
係﹇
☎（
64
）７
７
０
２
﹈

ま
で
ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

者
証
に
つ
い
て
詳
し
く
は
広
報
た

ま
む
ら
７
月
号
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

歴
史
資
料
館
開
館
25
周
年
記
念
　

第
25
回
　
企
画
展 

「
玉
村
町
の
食

―

あ
の
日
食
べ
た
も
の―

」
開
催

　

玉
村
町
で
は
、
何
を
育
て
て
ど

の
よ
う
に
食
べ
て
き
た
の
か
を
中

心
に
展
示
し
て
、
玉
村
町
の
食
を

ふ
り
か
え
り
ま
す
。

会
期　

７
月
２
日
（
木
）
〜
９
月

27
日
（
日
）　

会
場　

歴
史
資
料
館
内
フ
リ
ー
ス

ペ
ー
ス

休
館
日　
月
曜
日
、７
月
23
日（
木
）・

　

24
日（
金
）、
９
月
22
日（
火
）

時
間　

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

入
館
料    

無
料

ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク

日
時　

　

７
月
11
日
（
土
）

　

午
後
２
時
〜
２
時
30
分

　

８
月
６
日
（
木
）

　

午
後
２
時
〜
２
時
30
分

　

９
月
６
日
（
日
）

｠

午
後
３
時
〜
３
時
30
分

内
容　

担
当
学
芸
員
に
よ
る
展
示

解
説

会
場　

歴
史
資
料
館
内
フ
リ
ー
ス

ペ
ー
ス

※

申
込
不
要
。
参
加
費
無
料
。

玉
村
町
歴
史
資
料
館
　
夏
休
み
体

験
学
習
会
参
加
者
募
集

「
勾
玉
作
り
」

日
時　

８
月
４
日
（
火
）　

　

午
前
の
部　

午
前
９
時
〜
11
時

　

午
後
の
部　

午
後
２
時
〜
４
時

場
所　

文
化
セ
ン
タ
ー
１
階　

視

　

聴
覚
室

対
象　

小
学
生

内
容　

「
滑
石
」
と
い
う
硬
い
石

を
使
用
し
て
古
代
人
が
実
際
に

使
用
し
て
い
た
か
た
ち
に
近
い

本
格
的
な
勾
玉
を
作
り
ま
す
。

定
員　

先
着
24
人
（
午
前
の
部
12

人
・
午
後
の
部
12
人
）

参
加
費　

無
料

申
込
受
付　

７
月
３
日
（
金
）

　

午
前
８
時
30
分
〜

※

定
員
と
な
り
次
第
締
め
切
り
と

な
り
ま
す
。

※

保
護
者
の
同
伴
は
ご
遠
慮
く
だ

さ
い
。

申
込
方
法　

電
話
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
メ

ー
ル
・
文
化
財
係
事
務
室
窓
口

に
て
受
け
付
け
ま
す
。Ｆ
Ａ
Ｘ
・

メ
ー
ル
の
場
合
は
参
加
す
る
お

子
さ
ん
の
名
前
（
フ
リ
ガ
ナ
）、

小
学
校
名
、学
年
、住
所
、日
中
連

絡
の
取
れ
る
電
話
番
号
、
希
望

の
時
間
を
ご
記
入
く
だ
さ
い
。

申
込
開
始
時
刻
よ
り
前
に
届
い

た
も
の
は
無
効
に
な
り
ま
す
。

連
絡
先　

生
涯
学
習
課
文
化
財
係

　
　

☎
（
30
）
６
１
８
０

　
　
　

（
30
）
６
１
８
３

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス　

　

rekisi@
tow
n.tam

am
ura.lg.

　

jp

2広報たまむら　おしらせ版　　令和2年6月号

税
務
課

☎（
64
）７
７
０
４

徴
収
猶
予
の
特
例
制
度

が
で
き
ま
し
た

歴
史
資
料
館

☎（
30
）６
１
８
０

歴
史
資
料
館
か
ら
お
知
ら
せ

上
下
水
道
課

☎（
65
）６
６
９
１

水
道
料
金
等
の
支
払
い
の
猶
予

の
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す

８
月
１
日
か
ら
後
期
高

齢
者
医
療
被
保
険
者
証

が
新
し
く
な
り
ま
す

住
民
課
高
齢
者
医
療
年
金
係

☎（
64
）７
７
０
２

日 曜 窓 口

　

６
月
１
日
号
で
お
知
ら
せ
し

た「
埴
輪
作
り
」は
コ
ー
ス
①（
じ

っ
く
り
）が
７
月
18
日（
土
）に
、

コ
ー
ス
②（
は
じ
め
て
）が
７
月
11

日（
土
）定
員
先
着
24
人（
午
前

12
人
、午
後
12
人
）に
変
更
と
な

り
、定
員
に
達
し
ま
し
た
。
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期 期間/対象 定員 時　間 練習目標と対象泳力 

１期

２期

　９：００～
　９：５５ 

8月4日（火）～7日（金）
（ 年長／小学生 ）

8月18日（火）～21日（金）
（ 年長／小学生 ）

10 人

10 人

10 人

10 人

10 人

10 人

水慣れクラス
（当スクールラッコ/20/19級に適合）
対象：水にもぐる（または浮く）ことができない子
目標：けのび、背浮きの習得

浮き身・バタ足クラス
（当スクール18/17級に適合）
対象：けのび（水に浮く）ができる
目標：推進力のあるバタ足の習得

クロールクラス
(当スクール16/15/14級に適合)
対象：けのびから推進力のあるバタ足ができる
目標：クロール25ｍ完泳
※クロール習得に向けた特別クラスです。

水慣れクラス
（当スクールラッコ/20/19級に適合）
対象：水にもぐる（または浮く）ことができない子
目標：けのび、背浮きの習得

浮き身・バタ足クラス
（当スクール18/17級に適合）
対象：けのび（水に浮く）ができる
目標：推進力のあるバタ足の習得

クロールクラス
(当スクール16/15/14級に適合)
対象：けのびから推進力のあるバタ足ができる
目標：クロール25ｍ完泳
※クロール習得に向けた特別クラスです。

●B＆G海洋センター　☎６４－５３１１●

申込日時　７月５日（日）より営業時間内に海洋センター窓口へ直接お申し込みください。
　　　　　受付時間は午前10時～午後８時（月曜休館日）です。
申込方法　申し込みは一人一教室のみとなります。（各期先着順）
　　　　　７月12日（日）以降は複数期の申し込み（定員未達の教室のみ）ができます。
注意事項　各期のキャンセルによる参加費の返金は１期［７月31日（金）］、２期［８月14日（金）］までとなり
　　　　　ます。
　　　　　各期最終日に水辺の安全教室を開催します。（簡単な水難防止技術と着衣水泳を体験します）
　　　　　海洋センタースイミングスクール在籍者は最終日に泳力テストを行います。（結果により進級します）
参加費　　短期講習代　３，０００円（税込）
施設使用料　１日につき、町内１００円、町外１５０円がかかります。（スクール生対象外）

夏休み短期集中水泳教室参加者募集!!夏休み短期集中水泳教室参加者募集!!夏休み短期集中水泳教室参加者募集!!
幼児（年長）/小学生対象の４日間教室です

警察ヘリコプターの夜間飛行訓練の実施について
　群馬県警察航空隊では、下記の通り夜間飛行訓練を計画しています。つきましては、地域住民の皆さん
のご理解とご協力を賜りますようよろしくお願いします。
訓練の目的　夜間における大規模災害、重要突発事案等が発生した際、人命救助、被害状況調査等の初動
　警察活動を迅速、的確に実施するための訓練を実施するもの
訓練日時（予備日）　６月22日（月）午後７時頃から（約１時間40分）[予備日：６月23日（火）、24日（水）]
訓練空域　●群馬ヘリポート～沼田方面～群馬ヘリポート  ●群馬ヘリポート～富岡方面～群馬ヘリポート
その他　緊急事案、気象状況等の都合により、夜間訓練を中止する場合もあります。

群馬県警察航空隊（群馬ヘリポート内） ☎027－264－3459



　

令
和
２
年
５
月
か
ら
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
症
の
影
響

に
よ
り
、
収
入
源
と
な
る
業
務
の

喪
失
や
売
り
上
げ
の
減
少
な
ど
に

よ
り
収
入
が
相
当
程
度
ま
で
下
が

っ
た
場
合
は
、
臨
時
特
例
措
置
と

し
て
本
人
申
告
の
所
得
見
込
額
を

用
い
た
簡
易
な
手
続
き
に
よ
り
、

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
の
手
続

き
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
学
生
に
つ
い
て
も
、
収

入
が
相
当
程
度
ま
で
下
が
っ
た
場

合
は
、
同
様
に
本
人
申
告
の
所
得

見
込
額
を
用
い
た
簡
易
な
手
続
き

に
よ
り
、
国
民
年
金
保
険
料
学
生

納
付
特
例
申
請
が
可
能
に
な
り
ま

す
。

　

詳
し
く
は
、
前
橋
年
金
事
務
所

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

☎
０
２
７（
２
３
１
）１
７
０
６

住
民
課
高
齢
者
医
療
年
金
係

☎（
64
）７
７
０
２

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

の
影
響
に
よ
る
国
民
年

金
保
険
料
の
免
除
申
請

に
つ
い
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4広報たまむら　おしらせ版　　令和2年6月号

新型コロナウイルス感染症の状況によっては、臨
時休館とさせていただくことがあります。

7 月 の お 知 ら せ

（7月）

7月のふれあいステージは、中止と
させていただきます。
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新型コロナウイルスに関するお知らせ


